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事
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進
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法
律
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平
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二
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五
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第
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一
号
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第
十
八
条
第
一
項
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用
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利
用
配
分
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概
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の
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お
り

二　

認
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年
月
日

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
号

　

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
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第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
農
業
用
た
め
池
と
し
て
指
定
し
た
。
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四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
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村　
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嘉　
　

浩　
　
　

特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称

特
定
農
業
用
た
め
池
の
所
在
地

指
定
の
年
月
日

寺
東
二
十
番
た
め
池

大
和
町
鶴
巣
北
目
大
崎
字
寺
東
二
十

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
一
号

　

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
し
た
次
の
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

特
定
農
業
用
た
め
池
の
名
称

特
定
農
業
用
た
め
池
の
所
在
地

指
定
解
除
の
年
月
日
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清
水
沼
た
め
池

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
字
斎
野
神
五
十
三

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

白
木
堤
た
め
池

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
字
栗
林
三
十
九
地
先

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
丸
本
組

佐
藤　

昌
良

石
巻
市
恵
み
野
三
丁
目
一
番
地
二

特－

三

第
七
百
八
十
五
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
公
共
工
事
に
係
る
も
の

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
三
日
ま
で
の
三
日
間　

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

株
式
会
社
丸
本
組
は
、
同
社
が
元
請
と
し
て
請
け
負
っ
た
石
巻
市
内
の
防
潮
堤
工
事
の
現
場
に
お
い
て
、
下
請
負

人
の
作
業
員
に
、
高
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
作
業
場
所
で
天
端
の
仕
上
げ
作
業
を
行
わ
せ
る
に
当
た
り
、
足

場
が
強
風
で
あ
お
ら
れ
て
作
業
員
が
墜
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丈
夫
な
構
造
を
有
し
な
い
足

場
を
使
用
さ
せ
、
も
っ
て
作
業
員
の
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
ず
、
強
風
に
よ
り
足
場
が
倒

壊
し
作
業
員
が
墜
落
し
死
亡
し
た
。

　

�　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
月
二
十
一
日
に
石
巻
簡
易
裁
判
所
か
ら
、
同
社
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
安
衛
法
」
と
い
う
。）
違
反
並
び
に
同
社
の
現
場
代
理
人
が
安
衛
法
違
反
及
び

業
務
上
過
失
致
死
罪
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
い
ず
れ
も
そ
の
刑
が
確
定
し
た
。

　

�　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
籠
東
和
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
本
吉
町
滝
沢
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
滝
沢
七
番
一
地
先
ま
で

前

一
二
・
六
～

�

一
四
・
五

�

八
〇
・
〇

後

二
九
・
二
～

�

三
三
・
三

�

八
〇
・
〇

気
仙
沼
市
本
吉
町
滝
沢
二
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
滝
沢
一
八
番
地
先
ま
で

前

　

七
・
四
～

�

一
二
・
三

�

三
四
二
・
〇

後

二
四
・
五
～

�

三
八
・
三

�

三
四
二
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
女
川
線

三　

道
路
の
区
域
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変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
門
脇
町
五
丁
目
無
番
地
先
か
ら

同
市
門
脇
町
五
丁
目
一
番
四
八
地
先
ま
で

前

七
四
・
〇
～

�

一
一
三
・
九

�

八
三
・
七

後

三
六
・
六
～

�

一
一
三
・
九

�

八
三
・
七

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

馬
籠
東
和
線

気
仙
沼
市
本
吉
町
滝
沢
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
滝
沢
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

二
月
二
十
五
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
滝
沢
二
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
本
吉
町
滝
沢
一
八
番
地
先
ま
で

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
矢
本
字
穴
尻
十
三
番
五
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
松
島
市
大
曲
字
堰
の
内
南
六
十
四
番
地
一　

メ
ル

ベ
ー
ユ
Ｂ
一
〇
一

�

及
川　

竜
太　
　
　
　
　
　
　
　

�

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
上
土
橋
四
番
一
、
四
番
十

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

東
京
都
大
田
区
蒲
田
五
丁
目
三
十
八
番
一
号

�

シ
ン
レ
キ
工
業
株
式
会
社　
　
　

�

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
印
刷
物
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

み
や
ぎ
県
政
だ
よ
り　

（
仕
様
書
の
と
お
り
）

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
二
月
八
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

仙
台
印
刷
工
業
団
地
協
同
組
合　

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

西
町
一
番
四
十
三
号

五　

落
札
金
額　

一
億
九
百
六
十
七
万
七
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
除
く
。）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
一
月
十
一
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
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政
治
団
体

の

名

称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

宮
城
維
新
の
会

早
坂　
　

敦

春
藤
沙
弥
香

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一－

一
五－

三
三

〇

令
和
四
年

�

一
月
四
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

お
お
さ
き
リ
ン
ク
ア
ク

シ
ョ
ン

加
川　

康
子

佐
々
木
憲
雄

大
崎
市
古
川
福
沼
一－

六－

一
一

令
和
四
年

�

一
月
十
四
日

こ
だ
ま
ひ
と
し
後
援
会

～
未
来
そ
う
ぞ
う
堂
～

渡
辺　
　

俊

渡
辺　
　

俊

大
崎
市
古
川
穂
波
四－

一
六－

二
五

令
和
三
年

�

十
二
月
二
十
二
日

白
川
ゆ
う
じ
後
援
会

白
川　

雄
二

白
川　

好
子

気
仙
沼
市
浅
根
三
三－

二

令
和
四
年

�

一
月
七
日

菅
原
俊
朗
後
援
会

菅
原　

俊
朗

菅
原　

俊
朗

気
仙
沼
市
古
町
二－

三－

二
四

令
和
四
年

�

一
月
十
四
日

早
川
俊
弘
後
援
会

早
川　

俊
弘

早
川　

俊
弘

石
巻
市
渡
波
字
栄
田
一
二
八－

一

令
和
四
年

�

一
月
四
日

山
田
ま
さ
み
後
援
会

山
田　

匡
身

山
田　

亜
紀

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
サ
ン
タ
ウ
ン
二－

二
〇

令
和
四
年

�

一
月
七
日

〇
宮
選
管
告
示
第
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

日
本
維
新
の
会
衆
議
院

宮
城
県
第
４
選
挙
区
支

部

早
坂　
　

敦

会
計
責
任
者

の

氏

名

常
澤　

正
史

伊
藤　

伽
羅

令
和
四
年

�

一
月
十
一
日

宮
城
維
新
の
会

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
ひ
よ
り
台

二－

三
一－

一

仙
台
市
青
葉
区
一

番
町
一－

一
五－

三
三

令
和
四
年

�

一
月
十
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

常
澤　

正
史

春
藤
沙
弥
香

　

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

安
倍
太
郎
後
援
会

梶
原　

敏
彦

代

表

者

の

氏

名

梶
原　

敏
彦

太
田　

裕
啓

令
和
三
年

�

十
二
月
十
八
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

安
倍　
　

悠

安
倍　

幸
吉

安
藤
と
し
た
け
後
援
会

朝
倉　

秀
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

髙
橋　
　

敬

髙
橋　

良
夫

令
和
三
年

�

十
月
一
日

大
友
や
す
の
ぶ
後
援
会

大
泉　
　

勇

政
治
団
体
の

名

称

大
友
や
す
の
ぶ
後

援
会

な
と
り
の
元
気
魂

大
友
康
信
応
援
会

令
和
三
年

�

十
二
月
三
十
一
日

大
野
そ
の
こ
後
援
会

大
野　

園
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
植
松
四－

一
四－

七

名
取
市
堀
内
字
南

竹
七
五－

四

令
和
四
年

�

一
月
一
日

絆
の
会

早
坂　
　

敦

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
ひ
よ
り
台

二－

三
一－

一

仙
台
市
青
葉
区
中

江
一－

九－

九

令
和
四
年

�

一
月
十
一
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

常
澤　

正
史

高
橋　

伽
羅

全
日
本
不
動
産
政
治
連

盟
宮
城
県
本
部

佐
藤　

昌
市

代

表

者

の

氏

名

佐
藤　

昌
市

小
林　

妙
子

令
和
三
年

�

六
月
十
日

千
葉
修
平
と
仙
台
市
の

未
来
を
創
る
会

千
葉　

修
平

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
八

木
山
南
二－

一－

七
四

仙
台
市
太
白
区
八

木
山
南
四－

六－

八

令
和
三
年

�

九
月
十
日

２
０
３
０
年
の
仙
台
を

考
え
る
会

千
葉　

修
平

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
八

木
山
南
二－

一－

七
四

仙
台
市
太
白
区
八

木
山
南
四－

六－

八

令
和
三
年

�

九
月
十
日

ふ
る
さ
と
宮
城
会

佐
藤
わ
か
子

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三－

六－

五

仙
台
市
青
葉
区
二

日
町
二－

一

令
和
三
年

�

一
月
三
十
日

未
来
へ
、
い
の
ち
を
つ

な
ぐ
石
巻
の
会

山
崎　

信
哉

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

石
巻
市
中
里
四－

八－

一
二

石
巻
市
開
北
一－

八－

三
二

令
和
三
年

�

十
月
十
七
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

野
津
裕
二
郎

足
立　
　

卓

横
山
た
か
み
つ
後
援
会

横
山　

隆
光

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

白
石
市
字
十
王
堂

前
二
一

白
石
市
東
町
二－

一－

六

令
和
四
年

�

一
月
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

あ
べ
ひ
で
お
後
援
会

齋
藤　

稔
男

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

亀
山
紘
後
援
会

伊
東　

孝
浩

令
和
三
年
十
二
月
二
十
三
日

菊
地
健
次
郎
後
援
会

藤
井
昭
次
郎

令
和
三
年
十
二
月
十
三
日

野
田
譲
政
経
懇
話
会

野
田　
　

譲

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
令

和
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

野
田
譲
政
経
懇
話
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
野
田
　
　
譲

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
仙
台
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�11（

３
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

825

　
　
　
前
年
繰
越
額

825

２
　
支
出
総
額

0

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

あ
べ
ひ
で
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
４
.�１
.�14（

３
.�12.�31解

散
）

１
　
収
入
総
額

24,963

　
　
　
前
年
繰
越
額

24,963

２
　
支
出
総
額

0

亀
山
紘
後
援
会

報
告
年
月
日
　
３
.�12.�27（

３
.�12.�23解

散
）

１
　
収
入
総
額

53,177

　
　
　
前
年
繰
越
額

33,177

　
　
　
本
年
収
入
額

20,000

２
　
支
出
総
額

50,303

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
�

（
８
人
）

20,000

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
政
治
活
動
費

50,303

　
　
　
組
織
活
動
費

50,303

菊
地
健
次
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
３
.�12.�17（

３
.�12.�13解

散
）

１
　
収
入
総
額

310,648

　
　
　
前
年
繰
越
額

248,146

　
　
　
本
年
収
入
額

62,502

２
　
支
出
総
額

229,635

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

62,500

　
　
　
後
援
会
解
散
式

62,500

　
　
そ
の
他
の
収
入

2

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

2

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

123,135

　
　
　
人
件
費

120,000

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

3,135

　
　
政
治
活
動
費

106,500

　
　
　
組
織
活
動
費

106,500
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体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

加
川　

康
子

大
崎
市
長

お
お
さ
き
リ
ン
ク
ア

ク
シ
ョ
ン

大
崎
市
古
川
福
沼
一－

六－

一
一

令
和
四
年

�

一
月
十
一
日

早
坂　
　

敦

衆
議
院
議
員

絆
の
会

仙
台
市
青
葉
区
中
江
一－

九－

九

令
和
三
年

�

十
一
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

大
野　

園
子

大
野
そ
の
こ
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
植
松
四－
一

四－

七

名
取
市
堀
内
字
南
竹

七
五－

四

令
和
四
年

�

一
月
一
日

千
葉　

修
平

千
葉
修
平
と
仙
台

市
の
未
来
を
創
る

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
八
木

山
南
二－

一－

七
四

仙
台
市
太
白
区
八
木

山
南
四－

六－

八

令
和
三
年

�

九
月
十
日

早
坂　
　

敦

絆
の
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

富
谷
市
ひ
よ
り
台
二

－

三
一－

一

仙
台
市
青
葉
区
中
江

一－

九－
九

令
和
四
年

�

一
月
十
一
日

横
山　

隆
光

横
山
た
か
み
つ
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

白
石
市
字
十
王
堂
前

二
一

白
石
市
東
町
二－
一

－

六

令
和
四
年

�

一
月
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取
消
年
月
日

野
田　
　

譲

野
田
譲
政
経
懇
話
会

令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

早
坂　
　

敦

早
坂
あ
つ
し
後
援
会

令
和
三
年
十
一
月
一
日

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

千　
　

葉　
　

裕　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
―
四
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
三
十
九
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表　区　

分

学　
　

校　
　

名

所　
　

在　
　

地

三　

級

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
不
忘
分
校

石
巻
市
立
寄
磯
小
学
校

白
石
市
福
岡
八
宮
字
不
忘
一
〇
七
番
地

石
巻
市
寄
磯
浜
五
梅
沢
二
四
番
地

二　

級

白
石
市
立
深
谷
小
学
校
三
住
分
校

塩
竈
市
立
浦
戸
小
学
校

大
崎
市
立
鬼
首
小
学
校

栗
原
市
立
花
山
小
学
校

石
巻
市
立
雄
勝
小
学
校

石
巻
市
立
北
上
小
学
校

石
巻
市
立
鮎
川
小
学
校

塩
竈
市
立
浦
戸
中
学
校

石
巻
市
立
雄
勝
中
学
校

石
巻
市
立
北
上
中
学
校

石
巻
市
立
牡
鹿
中
学
校

白
石
市
福
岡
深
谷
字
三
住
七
〇
番
地
三

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八
番
地

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
八
幡
原
一
九
番
地

栗
原
市
花
山
字
本
沢
鯨
ケ
森
三
三
番
地
三

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
小
滝
浜
二
番
地
二

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
小
田
九
三
番
地
四

石
巻
市
鮎
川
浜
清
崎
山
一
番
地
一

塩
竈
市
浦
戸
野
々
島
字
馬
越
八
番
地

石
巻
市
雄
勝
町
大
浜
字
小
滝
浜
二
番
地
二

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字
小
田
九
三
番
地
一

石
巻
市
鮎
川
浜
鬼
形
山
一
番
地
二
四

一　

級

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
八
宮
分
校

白
石
市
立
福
岡
小
学
校
長
峯
分
校

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
小
学
校

加
美
町
立
鹿
原
小
学
校

石
巻
市
立
東
浜
小
学
校

石
巻
市
立
大
原
小
学
校

登
米
市
立
横
山
小
学
校

白
石
市
福
岡
八
宮
字
坂
ノ
上
一
四
番
地
一
六

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
長
峯
一
四
番
地

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
利
津
保
一
六
番
地
一

加
美
郡
加
美
町
字
鹿
原
水
堀
三
番
地
一

石
巻
市
牧
浜
字
竹
浜
道
二
二
番
地
二

石
巻
市
大
原
浜
大
光
寺
一
番
地

登
米
市
津
山
町
横
山
字
本
町
九
一
番
地
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気
仙
沼
市
立
中
井
小
学
校

南
三
陸
町
立
名
足
小
学
校

七
ケ
宿
町
立
七
ケ
宿
中
学
校

石
巻
市
立
荻
浜
中
学
校

登
米
市
立
津
山
中
学
校

七
ケ
宿
町
学
校
給
食
共
同
調
理
場

気
仙
沼
市
唐
桑
町
中
井
一
三
四
番
地
三

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
中
山
一
四
番
地

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
瀬
見
原
一
番
地

石
巻
市
荻
浜
字
田
浜
山
三
番
地

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
舘
石
六
番
地

刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
新
利
津
保
一
番
地

準
へ
き

地
学
校

川
崎
町
立
川
崎
第
二
小
学
校

大
崎
市
立
大
貫
小
学
校

加
美
町
立
西
小
野
田
小
学
校

登
米
市
立
米
川
小
学
校

気
仙
沼
市
立
月
立
小
学
校

南
三
陸
町
立
戸
倉
小
学
校

登
米
市
立
東
和
中
学
校

気
仙
沼
市
立
唐
桑
中
学
校

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
町
尻
一
番
地

大
崎
市
田
尻
大
貫
字
境
三
七
番
地
一

加
美
郡
加
美
町
字
上
野
目
高
畑
五
番
地

登
米
市
東
和
町
米
川
字
東
綱
木
三
一
番
地

気
仙
沼
市
塚
沢
六
五
番
地

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
宇
津
野
五
〇
番
地
一

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
細
野
三
五
番
地

気
仙
沼
市
唐
桑
町
北
中
一
三
〇
番
地

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
た

職
員
で
、
改
正
後
の
規
則
七
―
三
十
九
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
規
則
七
―
三
十
九
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤

務
し
て
い
た
学
校
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場
合
（
当
該
学
校
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）
に
お
い
て
は
、
施

行
日
以
後
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
改
正
前
の
規
則
七
―
三
十
九
別

表
の
区
分
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
区
分
に
応
じ
、
改
正
前
の
規
則
七
―
三
十
九
第
三
条
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
相
当
す
る
額
の
へ
き
地
手
当
を
支
給
す
る
。

３�　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一�　

育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。）
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の　

前
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給

料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

　

二�　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
以
外
の
職
員
で

あ
っ
た
も
の　

前
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
に
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二

項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

　

三�　

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
て
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
で
あ
っ
た
も
の　

前
項
中
「
給
料
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
給
料
の
月
額
を
同
日
に
お
け
る
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二

項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
で
除
し
て

得
た
額
に
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
」
と
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
３
年
９
月
か
ら
12月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
４
年
２
月
25日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
髙
　
　
橋
　
　
伸
　
　
二
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
渡
　
　
辺
　
　
忠
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
務
研
修
所
�

12月
１
日

　
　
公
文
書
館
�

10月
５
日

　
　
塩
釜
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
塩
釜
地
方
支
局
を
含
む
。）�

９
月
３
日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
北
部
地
方
支
局
を
含
む
。）�

12月
16日

　
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

12月
16日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
東
部
地
方
支
局
を
含
む
。）�

９
月
７
日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

９
月
７
日

　
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
。）�

11月
16日
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防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
管
理
事
務
所
�

11月
15日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
保
健
環
境
セ
ン
タ
ー
�

11月
18日

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
�

12月
21日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
�

11月
２
日

　
　
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

10月
20日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
�

12月
８
日

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
�

10月
28日

　
　
高
等
看
護
学
校
�

10月
22日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
�

12月
２
日

　
　
中
央
児
童
相
談
所
�

11月
15日

　
　
北
部
児
童
相
談
所
�

10月
６
日

　
　
東
部
児
童
相
談
所
�

10月
20日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

10月
15日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
�

12月
16日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
５
日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
�

12月
24日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
９
日

　
　
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
５
日

　
　
計
量
検
定
所
�

12月
２
日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
�

12月
２
日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
�

10月
13日

　
　
宮
城
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
�

12月
15日

〇
農
政
部

　
地
方
機
関

　
　
農
業
・
園
芸
総
合
研
究
所
�

10月
22日

　
　
古
川
農
業
試
験
場
�

10月
８
日

　
　
畜
産
試
験
場
�

10月
12日

　
　
王
城
寺
原
補
償
工
事
事
務
所
�

10月
26日

〇
水
産
林
政
部

　
地
方
機
関

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
27日

　
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
26日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
土
木
事
務
所
�

12月
16日

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
26日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
９
日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
�

11月
17日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
�

12月
23日

　
　
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

12月
23日

　
　
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

12月
７
日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
東
部
教
育
事
務
所
�

12月
13日

　
　
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
�

10月
20日

　
　
蔵
王
自
然
の
家
�

11月
４
日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
�

10月
14日

　
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
�

10月
７
日

　
　
東
北
歴
史
博
物
館
�

10月
７
日

　
　
仙
台
第
一
高
等
学
校
�

11月
５
日

　
　
気
仙
沼
高
等
学
校
�

11月
16日

　
　
古
川
黎
明
高
等
学
校
�

10月
６
日

　
　
古
川
黎
明
中
学
校
�

10月
６
日

　
　
松
島
高
等
学
校
�

12月
９
日

　
　
名
取
高
等
学
校
�

12月
10日

　
　
涌
谷
高
等
学
校
�

12月
24日
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�　
令
和
２
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�90,998,267円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
144,515,234円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
235,513,501円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
102,309,844円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
152,752,614円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
255,062,458円

　
⑵
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
178,218,277円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
173,860,740円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
352,079,017円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�85,243,951円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
178,827,728円

　
　
佐
沼
高
等
学
校
�

12月
６
日

　
　
登
米
高
等
学
校
�

11月
30日

　
　
多
賀
城
高
等
学
校
�

12月
23日

　
　
利
府
高
等
学
校
�

10月
７
日

　
　
登
米
総
合
産
業
高
等
学
校
�

11月
10日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
�

12月
23日

　
　
田
尻
さ
く
ら
高
等
学
校
�

８
月
31日

　
　
農
業
高
等
学
校
�

12月
21日

　
　
柴
田
農
林
高
等
学
校
�

11月
２
日

　
　
石
巻
北
高
等
学
校
�

11月
10日

　
　
加
美
農
業
高
等
学
校
�

10月
８
日

　
　
小
牛
田
農
林
高
等
学
校
�

８
月
31日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
�

10月
29日

　
　
白
石
工
業
高
等
学
校
�

12月
22日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
�

10月
27日

　
　
一
迫
商
業
高
等
学
校
�

10月
20日

　
　
石
巻
支
援
学
校
�

９
月
７
日

　
　
気
仙
沼
支
援
学
校
�

12月
３
日

　
　
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
�

10月
15日

　
　
利
府
支
援
学
校
�

９
月
３
日

　
　
迫
支
援
学
校
�

12月
６
日

　
　
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園
�

11月
４
日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
佐
沼
警
察
署
�

11月
11日

　
　
登
米
警
察
署
�

11月
30日

　
　
河
北
警
察
署
�

11月
11日

　
　
若
柳
警
察
署
�

11月
26日

　
　
鳴
子
警
察
署
�

10月
12日

　
　
大
河
原
警
察
署
�

12月
10日

２
　
監
査
結
果
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過
年
度
分
　
�63,905,671円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�91,547,326円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�34,343,107円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�69,816,421円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
104,159,528円

　
⑹
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�30,591,226円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�92,378,567円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
122,969,793円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�40,246,360円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�94,851,829円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
135,098,189円

　
⑺
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�11,950,729円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�44,653,914円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�56,604,643円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�15,069,666円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�32,631,103円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�47,700,769円

　
⑻
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
264,071,679円

　
⑶
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�29,750,771円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�55,533,126円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�85,283,897円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�26,483,015円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
�54,651,314円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
�81,134,329円

　
⑷
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
104,291,564円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
140,873,817円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
245,165,381円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
101,804,884円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
147,750,047円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
249,554,931円

　
⑸
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
�27,641,655円



（11）　令和４年２月25日　金曜日 第282号宮　　城　　県　　公　　報
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
平
成
30年
４
月
以
降
に
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
の
諸
手
当
（
扶
養
・
地
域
・
住
居
・
通
勤
）
に
つ
い
て
，
認

定
事
務
を
適
時
に
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
，多
数
の
職
員
に
係
る
手
当
が
誤
支
給
と
な
っ
た
も
の
。
ま
た
，

こ
れ
に
よ
り
複
数
年
度
に
わ
た
る
多
額
の
是
正
処
理
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
30件
（
債
権
者
数
　
22名
）

　
　
　
　
・
金
額
　
追
給
　
���40,060円

　
　
　
　
　
　
　
　
返
納
　
1,881,265円

　
　
　
　
　
【
う
ち
過
年
度
分
】

　
　
　
　
　
　
　
　
追
給
　
���17,270円

　
　
　
　
　
　
　
　
返
納
　
1,248,960円

　
⑽
　
高
等
看
護
学
校

　
　
�　
役
務
費
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な

ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
及
び
切
手
購
入
の
た
め
の
資
金
前
渡
を
行
っ
た
が
，
そ
の
精
算
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
。

ま
た
，
切
手
等
は
納
入
さ
れ
て
い
る
が
，
精
算
に
必
要
な
領
収
書
の
添
付
が
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
99,000円

　
⑾
　
畜
産
試
験
場

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
宮
城
県
畜
産
試
験
場
遺
伝
子
型
検
査
業
務
に
係
る
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
，
完
了
検
査
後
に
受
注
者
に
返
還

し
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
667,300円

　
⑿
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備

な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
�　
社
会
保
険
関
係
事
務
に
お
い
て
，
著
し
く
適
正
さ
を
欠
き
，
速
や
か
に
改
善
を
要
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
�　
令
和
元
年
６
月
末
か
ら
令
和
２
年
３
月
ま
で
に
退
職
し
た
非
常
勤
職
員
の
健
康
保
険
及
び
厚
生
年
金
保
険

に
つ
い
て
，
令
和
２
年
10月
ま
で
被
保
険
者
資
格
喪
失
届
を
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
，
退
職
後

も
社
会
保
険
料
を
支
出
し
て
い
た
も
の
。
ま
た
，
令
和
元
年
６
月
か
ら
令
和
２
年
６
月
ま
で
に
再
任
用
職
員

及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
の
賞
与
に
係
る
被
保
険
者
賞
与
支
払
届
に
つ
い
て
も
令
和
２
年
10月
ま
で
提
出
し

て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
過
払
い
し
た
人
数
　
５
人
分

　
　
　
　
　
・
過
払
額
　
　
　
　
　
1,575,566円

　
　
　
〇
�　
令
和
２
年
５
月
分
の
社
会
保
険
料
に
つ
い
て
，
昨
年
度
に
引
き
続
き
，
支
払
遅
延
に
よ
り
延
滞
金
が
発
生

し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
支
払
額
（
保
険
料
）
1,069,883円

　
　
　
　
　
・
延
滞
金
　
　
　
　
　
　
��4,100円

　
　
　
〇
�　
令
和
３
年
３
月
に
年
金
事
務
所
に
よ
る
実
地
調
査
が
行
わ
れ
る
ま
で
，
令
和
元
年
度
及
び
令
和
２
年
度
分

の
被
保
険
者
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届
の
提
出
を
失
念
し
届
出
が
大
幅
に
遅
延
し
た
も
の
。
ま
た
，
令
和
元
年

６
月
及
び
令
和
２
年
６
月
に
収
受
し
た
と
思
わ
れ
る
算
定
基
礎
届
の
提
出
に
係
る
年
金
事
務
所
か
ら
の
通
知

文
書
が
所
在
不
明
に
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
〇
�　
令
和
２
年
３
月
に
退
職
し
た
臨
時
職
員
に
つ
い
て
，
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
社

会
保
険
料
を
誤
っ
て
控
除
し
て
い
た
も
の
。
ま
た
，
控
除
額
の
還
付
が
大
幅
に
遅
延
し
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
　
　
・
還
付
額
　
　
　
215,248円

　
　
　
　
　
・
還
付
年
月
日
　
令
和
３
年
５
月
31日

　
　
　
〇
�　
令
和
２
年
３
月
に
退
職
し
た
臨
時
職
員
に
つ
い
て
，
社
会
保
険
料
の
控
除
誤
り
に
よ
る
還
付
及
び
賃
金
の

算
定
誤
り
に
よ
る
追
給
を
行
っ
て
い
る
が
，
源
泉
徴
収
を
行
っ
て
お
ら
ず
，
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
に
係
る

給
与
支
払
報
告
の
更
正
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
　
・
還
付
及
び
追
給
額
　
224,284円

　
⑼
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
諸
手
当
認
定
及
び
支
給
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
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公
安
委
員
会

　
別
図
１
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
４
年
２
月
25日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
森
山
　
博
　
　

　
　
　
�風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
60年
宮
城
県
公
安
委
員
会

規
則
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
２
条
第
１
号
中
「
神
明
」
を
「
神
明
南
」
に
改
め
、
同
条
第
４
号
及
び
第
５
号
を
削
る
。

　
第
４
条
中
「
条
例
第
13条
第
２
号
、
条
例
第
14条
第
２
号
」
を
「
第
13条
第
２
号
、
第
14条
第
２
号
」
に
改
め
、
同

条
第
１
号
中
「
、
名
掛
丁
、
二
十
人
町
、
東
六
番
丁
、
東
七
番
丁
、
東
八
番
丁
及
び
元
寺
小
路
」
を
「
及
び
名
掛
丁
」

に
改
め
る
。

　
第
５
条
第
１
号
中
「
第
82条
の
２
」
を
「
第
124条

」
に
改
め
る
。

　
別
図
１
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
�　
業
務
委
託
内
訳
書
と
成
果
報
告
書
に
不
整
合
が
あ
り
，
設
計
積
算
に
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
工
事
名
　
　
平
成
30年
度
社
防
砂
調
108－Ｂ

03号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
砂
災
害
危
険
箇
所
基
礎
調
査
業
務
委
託
（
そ
の
３
）

　
　
　
　
・
正
設
計
額
　
26,388,940円

　
　
　
　
・
誤
設
計
額
　
25,963,240円
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別
図
１
の
４
及
び
別
図
１
の
５
を
削
る
。

　
別
図
２
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
別
図
１
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
２
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
別
図
２
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（15）　令和４年２月25日　金曜日 第282号宮　　城　　県　　公　　報

　
別
図
の
２
の
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
別
図
の
２
の
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


